
 
 

 

 

 

１．地域密着型金融の推進は、顧客企業との長期的な取引関係を前提とした取組みであり、

その成果を短期間で金融機関の財務の健全性や収益力の向上に結びつけることは難しい

場合が多い。 

➪ 経営陣が主導性を発揮し、地域密着型金融を「顧客基盤の維持・拡大、収益力・財
務の健全性の向上に不可欠なビジネスモデル」として明確に位置づけ、“中長期的な

視点に立って”“組織全体として”“継続的に”推進していくことが重要 

２．金融機関の営業店の業績管理が短期間で行われていることもあって、営業現場では、「短

期的」な「量」重視に偏りやすくなっている。金融機関は、当局に対する取組み実績の報

告や開示を意識するあまり、網羅的な実績作りに陥りがちな面がある 

➪ 地道な企業訪問や経営相談・指導等、短期的な効果の測定が必ずしも容易でない継
続的な取組みに関する姿勢や活動を評価・推進していくための工夫が必要 

また、行政の関与についても、地域金融機関による自主性・創造性を発揮した取組

みを促進するための工夫が必要 

３．地域金融機関は、人材やノウハウの面から、顧客企業に対し十分なソリューションを必

ずしも提案できていない。各業種に関する知識の吸収等ノウハウの底上げが必要 

一方、顧客企業の創業、成長、経営改善・再建のためには、まずは、当該企業の経営者

自身が明確なビジョンをもって自ら主体的に取り組むことが重要 

➪ 専門的人材の育成（目利き能力、ソリューション提案力の向上）、本部による営業
店支援、外部専門家・外部機関等との効果的な連携を図ることにより、顧客企業の

ライフステージに応じたコンサルティング機能を具体化していくことが重要 

➪ その際、顧客企業の経営者による課題認識と主体的な取組みを促すとともに、ソリ

ューションの策定に際し顧客企業と認識の共有を図ることも必要 

４．顧客企業の発展のためには、地域や広域の活性化策の中に、当該企業や取引先を戦略的

に位置づけ支援することが有益 

➪ 地方公共団体・中小企業関係団体等との連携、特に地方公共団体等が主導する計画
的で継続的な取組み（地域活性化プランの策定・実施等）への参画・連携が重要 

５．単なる金利の高低では計れない地域密着型金融のメリット（コンサルティング機能の提

供等）を地域の利用者に広く理解してもらう必要 

➪ 地域金融機関による積極的な情報発信・ＰＲが必要。金融機関の創意工夫により、
利用者が興味や関心を持てる具体的で分かりやすい内容を発信することが重要 

Ⅰ．経 緯  

地域密着型金融の推進に関する経緯等 

Ⅱ．課題及び改善の方向性  

＜平成 19～22 年度＞ 
・金融審議会 金融分科会 第二部会報告書 （平成 19 年 4月 5日） 
○ 地域金融機関には、地域密着型金融のビジネスモデルの確立・深化が必要 
○ 地域金融機関に共通して求める内容は、以下の 3分野 

 

○ 地域密着型金融の推進に当たっては、金融機関の自由な競争、自己責任に基づく経営判断の
尊重、地域の利用者の目を通じたガバナンスを基本 
 ⇒ 監督指針に盛り込み、恒久化（平成 19 年 8月 監督指針の改正） 

地域密着型金融の推進を時限プログラムから恒久的な枠組みへ

＜平成 15～18 年度＞ 
Ⅰ．リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム（平成 15 年 3月）

Ⅱ．地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平成 17 年 3月） 

平成 15～16 年度の 2年間（集中改善期間）及び平成 17～18 年度の 2年間（重点強化期間）
において、中小企業の再生と地域経済の活性化を図るための取組みを推進することにより、不
良債権問題も解決しつつ、地域密着型金融の推進を図る。 

地域銀行の3月期決算の推移 

① ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 
② 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 
➂ 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
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地域密着型金融の推進に関する監督指針の改正 （平成 23 年 5 月 16 日） 

 
 

 自らの規模や特性、利用者の期待やニーズ等を踏まえて自主性・創造性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って組織全体として継続的に推進 

 経営陣が主導性を発揮し、推進態勢を整備・充実（本部による営業店支援、外部機関等との連携、職員のモチベーション向上に資する評価、人材育成・ノウハウの蓄積等） 
 

◎ 地域密着型金融をビジネスモデルとして確立 

Ⅱ．監督にあたっての基本的考え方 ― 地域密着型金融の目指すべき方向 
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・・・ 成長分野の育成、産業集積による高付加価値化等に向けた地域の取組みへの積極的な参画 

〔地域の面的再生に向けた貢献策の例〕 
・地方公共団体による地域活性化に関するプロジェクトに対し、情報・ノウハウ・人材を提供 
・地方公共団体や中小企業関係団体等の関係機関と連携しながら地域的・広域的な活性化プランを策定し、その中に顧客企業を戦略的に位置づけ、支援 

・利用者や地域の関係機関との日常的・継続的な接触により、地域情報
を収集・蓄積 

・地域経済の課題や発展の可能性等を把握・分析し、自らが貢献可能な分野
や役割を検討 

地域の面的再生への積極的な参画 

日常的・継続的な関係強化と経営の目標や課題の把握・分析 最適なソリューション（経営目標の実現や経営課題の解決を図るための方策）の提案 ソリューションの実行 

日常的・継続
的な関係強化 

経営の目標や課
題の把握・分析 

 
ライフステージ等の見極め 

 
創業・新規事業開拓 

 
 

事業承継 

・技術力・販売力・経営者の資質等を踏まえた新事業の価 
値の見極め 

・公的助成制度の紹介、ファンドの活用を含め、事業立上 
 げ時の資金需要に対応

顧客企業の認識・

主体的な取組み 

 

ソリューション（例） 外部専門家・外部機関等との連携（例） 

・公的機関との連携による技術評価、製品化・商品化支援 
・地方公共団体の補助金や制度融資の紹介 
・企業育成ファンドの組成・活用 

・M＆A のマッチング支援 
・相続対策支援 
・株式買取（MBO、EBO 等）に関する資金支援 

・M&A 支援会社等の活用 
・税理士等を活用した自社株評価・相続税試算 
・信託業者、行政書士、弁護士を活用した遺言信託の設定 

実行
検証・
確認 

 

成長段階における 
更なる飛躍 

・ビジネスマッチングによる販路獲得等の支援 
・技術開発支援による販路獲得等の支援 
・海外進出支援 
・事業拡大のための資金需要に対する信用供与 

・地方公共団体、中小企業関係団体、他の金融機関、
業界団体等との連携によるビジネスマッチング 

・産学官連携による技術開発支援 
・JETRO、JBIC 等との連携による海外情報の提供・相
談、現地での資金調達手法の紹介等
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金融機関が適切な融資等を実行するために必要な信頼関係の構築が困難な顧客企業（金融機関からの真摯な働きかけにも関わらず財務内容の正確な開示に向けた誠実な対応がみられない顧客企業、反社
会的勢力との関係が疑われる顧客企業など）の場合は、金融機関の財務の健全性や業務の適切な運営の確保の観点を念頭に置きつつ、債権保全の必要性を検討するとともに、必要に応じて、税理士や弁護
士等と連携しながら、適切かつ速やかな対応を実施 

顧
客
企
業
や
連
携
先
と
と
も
に
、
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
合
理
性
や
実
行
可
能
性
を
検
証
・確
認 

 

日
常
的
・継
続
的
な
関
係
や
顧
客
企
業
か
ら
の
申
込
み
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
、
経
営
の
目
標
や
課
題
を
把
握
・分
析 

 
事業再生や業種転換 
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・債務整理等を前提とした顧客企業の再起に向けた適切 
な助言、顧客企業が自主的な廃業を選択する場合の取 
引先対応等を含めた円滑な処理等への協力 
※ 事業継続に向けた経営者の意欲、経営者の生活再建、取 

引先等への影響、金融機関の取引地位や取引状況、財務 
の健全性確保の観点等を踏まえた慎重かつ十分な検討、顧 
客企業の納得性を高めるための十分な説明に努める 

・企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等と
の連携による事業再生方策の策定 

・企業再生ファンドの組成・活用 

・DES・DDS や DIP ファイナンスの活用 
・債権放棄 

・経営再建計画（上記の方策を含む）の策定支援 

・中小企業診断士、税理士、経営相談員等からの助
言・提案の活用（第三者の知見の活用） 

・他の金融機関、信用保証協会等と連携した返済計画
の見直し 

・地方公共団体、中小企業関係団体、他の金融機関、
業界団体等との連携によるビジネスマッチング 

・産学官連携による技術開発支援 

・税理士、弁護士、サービサー等との連携により顧客
企業の債務整理を前提とした再起に向けた方策を
検討 

・ビジネスマッチングによる販路獲得等の支援 
・技術開発支援による販路獲得等の支援 
・貸付条件の変更 
・新規の信用供与 
 

・経営再建計画（上記の方策を含む）の策定支援 
 －顧客企業による主体的な策定の支援 
 －経営課題の解決の方向性の提案 
 

顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 

進捗状況
の管理 
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